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「車両に乗り込んだままの申告作業」に関する申し入れ 

 

 大阪仕業検査車両所で庫内での申告作業が長引き、時間が無いため、車両に乗り込んだ

まま、着発線で申告作業をする事がある。直近では８月１日にも発生した。 

 ２０２０年５月２０日、「申」第２４号「大阪仕業検査車両所と大阪修繕車両所との業

務担当」に関する申し入れについて、会社は団体交渉の開催を拒否し、会社側幹事から口

頭による回答があった。 

以下、組合申し入れと会社回答内容の要旨 

 組合：２０２０年実施ダイヤ改正以降、大阪仕業検査車両所及び大阪修繕車両所（主に

操縦業務）は、指定された作業ダイヤで作業を行うとなっているが、仕業庫での

作業時間が十分に確保されているのか明らかにすること。 

 会社：作業ダイヤを作成する際は、作業時間の確保を考慮した上で作成している。 

 組合：安全最優先を考えて、着発線・電留線での作業を行わせないこと。 

 会社：安全に作業を行うために必要な取り組みは実施しており、引き続き着発線や電留

線での作業を指示することもある。 

 

 以上のように会社は、「作業ダイヤを作成する際は、作業時間の確保を考慮した上で作 

成している。」「安全に作業を行うために必要な取り組みは実施している。」と言ってい

るが、今回のように多々、時間が無いため車両に乗り込んだまま着発線で申告作業を行わ

せている。 

よって、下記のように申し入れるので早急に団体交渉の場を設定すること。 

  

 

記 

 

１．８月１日、車両に乗り込んだままの申告作業を作業指示したのか明らかにすること。 

 

２．検修庫以外で、作業を行う場合、安全確保のため、移動禁止表示器（旗）を掲出するよ 

うになっているが、車両に乗り込んだまま着発線に行った場合、安全対策及び安全確保 

はどのようにしているのか明らかにすること。 
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３．安全対策及び安全確保のためには、一旦車両から降りてから着発線に向かうように、な

ぜ指示しなかったのか明らかにすること。 

 

４. 本来、大阪仕業検査車両所では、基本的に仕業庫以外での作業は行わないとしているが

、今後も車両に乗り込んだまま申告作業を行わせることがあるのか明らかにすること

。 

 

以上 


